






森 林 保 険

森林保険は、「森林保険法（昭和１２年法律第２５号）に基づき、森林所有者を被保険者として、森林についての火災、気象災、

噴火災による損害を総合的に補償するものです。森林所有者が自ら災害に備える唯一のセーフティーネットです。

山火事で受けた
損害

暴風による幹折
れ、根返りなどの
損害

豪雨、洪水による
埋没、水没、流失な
どの損害

豪雪、積雪による
幹折れ、根返りなど
の損害

乾燥による枯死
などの損害

凍結、寒風などに
よる枯死などの損
害

潮風、潮水浸水な
どによる枯死など
の損害

火山噴火による焼損、
幹折れ、埋没、根返
りなどの損害

新たな森林経営管理制度がスタート

昨年５月に森林経営管理法が成立し、経営や管理が適切に行われていない森林について、適切
な経営や管理の確保を図るため、市町村が仲介役となり森林所有者と意欲と能力のある林業経営
者をつなぐシステムとなる森林経営管理制度が今年４月１日に施行された。

３月から５月は「春の山火事防止強調運動」実施中
山火事は、空気が乾燥し、行楽や山菜採りなどで入山する機会が多くなる３月から５月にかけて多発します。

山火事の発生原因のほとんどは、たき火、たばこ、火入れ等人為的なものです。

そのため次のことを必ず守ってください。

１．枯草等の近くなど、周囲に燃え広がる恐れのある場所や風の強い時、乾燥しているときは、たき火、火入れをし

ないこと。

２．タバコのポイ捨てをしない。吸い殻の火を消すこと。

３．火を使うときはその場から離れない、使用後は完全に消化。

４．火遊びはしない、させない。

森林やその周辺で火入れを行う際は、森林法第２１条及び市条例に基づき市長の許可を受ける必要があります。

平成３１(2019)年栃木県春の山火事防止強調運動


